
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
包
括
外
部
監 

　査
契
約
を
締
結
し
た
件                                                       

一
六
九 

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
よ
り
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
を
指
定
す
る
件                     

一
六
九 

○
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
件                             

一
七
〇 

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件
四
件                                   

一
七
〇 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件                                           

一
七
一 

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
件                                         

一
七
一 

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
件                                       

一
七
一 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件                 

一
七
一 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所 

　在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
二
件                       

一
七
二 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件                                                   

一
七
三 

○
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
す
る
件                                             

一
七
四 

　公

　告 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                               

一
七
四 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
二
件                         
一
七
四 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件
四
件                                   
一
七
五 

○
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
件                                                 

一
七
六 

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件                       

一
七
六 

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件                                             

一
七
六 

　福
島
県
人
事
委
員
会 

○
職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                           

一
七
七 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
三
百
三
号 

　地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
包
括
外
部
監
査
契
約
（
以
下
「
契
約
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
締
結
し
た
。
な
お
、
契
約

を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
の
資
格
を
証
す
る
書
面
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
間
、

福
島
県
総
務
部
人
事
総
室
職
員
研
修
課
に
お
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所 

田
中

　亮

　福
島
県
郡
山
市
堤
下
町
三
番
十
四
号

　レ
ー
ベ
ン
郡
山
七
〇
五
号 

二

　契
約
の
期
間
の
始
期 

令
和
八
年
四
月
一
日 

三

　契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法 

契
約
で
定
め
る
基
本
調
査
費
用
の
額
並
び
に
契
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
執
務
費
用

及
び
実
費
の
額
の
合
算 

四

　契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法 

契
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
執
務
費
用
及
び
実
費
の
額
の
合
算
額
に
相
当
す
る
額
の

範
囲
内
に
お
け
る
概
算
払
並
び
に
実
績
報
告
に
基
づ
く
精
算
払 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
職
員
研
修
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
四
号 

　土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一
１

　指
定
す
る
区
域 

伊
達
郡
桑
折
町
字
田
植
六
番
一
及
び
六
番
十
の
各
一
部
で
次
の
図
に
示
す
区
域 

　２

　指
定
す
る
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規

則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
土
壌
含
有
量
基
準
（
同
条
第
二
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
し
て
い
な
い
特

定
有
害
物
質
（
土
壌
汚
染
対
策
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
害
物
質
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
種
類 

㈠

　土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

一
・
二
︱
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

㈡

　土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

な
し 

二
１

　指
定
す
る
区
域 

伊
達
郡
桑
折
町
字
田
植
六
番
十
の
一
部
で
次
の
図
に
示
す
区
域 

　２

　指
定
す
る
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

㈠

　土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

㈡

　土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

な
し 

　（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
共
生
総
室
水
・
大
気
環
境
課

及
び
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
水
・
大
気
環
境
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
五
号 

　廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
許

可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
そ
の
申
請
書
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当

該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調

査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。 

　な
お
、
こ
の
申
請
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
法
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　申
請
及
び
申
請
書
等
の
縦
覧
に
係
る
事
項 

１

　申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

環
境
省
福
島
地
方
環
境
事
務
所

　所
長

　名
倉

　良
雄 

福
島
県
福
島
市
栄
町
十
一
番
二
十
五
号
Ａ
Ｘ
Ｃ
ビ
ル
六
階 

２

　産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所 

福
島
県
双
葉
郡
双
葉
町
大
字
細
谷
字
大
森
百
三
十
七
番
二

　外
七
十
筆 

３

　産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
七
条

第
三
号
に
規
定
す
る
汚
泥
の
焼
却
施
設
兼
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
廃
油
の
焼
却
施
設

　一
基 

４

　産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類 

㈠

　汚
泥 

㈡

　廃
油 

５

　申
請
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

６

　縦
覧
場
所 

㈠

　福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課 

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一
丁
目
三
十
番
地 

㈡

　双
葉
町
住
民
生
活
課 

福
島
県
双
葉
郡
双
葉
町
大
字
長
塚
字
町
西
七
十
三
番
地
四 

７

　縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
時
間 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
五
日
ま
で
（
福
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平

成
元
年
福
島
県
条
例
第
七
号
）
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

ま
で 

二

　意
見
書
の
提
出
に
係
る
事
項 

１

　提
出
期
限 

令
和
八
年
六
月
九
日 

２

　提
出
先 

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課 

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一
丁
目
三
十
番
地 

３

　意
見
書
の
記
載
事
項
（
い
ず
れ
も
日
本
語
で
記
載
す
る
こ
と
。
） 

㈠

　提
出
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名 

㈡

　対
象
事
業
の
名
称 

㈢

　具
体
的
な
利
害
関
係
の
内
容 

㈣

　生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
産
業
廃
棄
物
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
六
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
須
賀
川

市
土
地
改
良
区
か
ら
令
和
八
年
四
月
三
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
十
六

日
認
可
し
た
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
七
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
郡
山
市

多
田
野
土
地
改
良
区
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、

同
年
四
月
十
六
日
認
可
し
た
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
八
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
穂
田

土
地
改
良
区
か
ら
令
和
八
年
四
月
三
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
十
六
日

認
可
し
た
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
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　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
九
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
郡
山
市

東
部
土
地
改
良
区
か
ら
令
和
八
年
四
月
七
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
十

六
日
認
可
し
た
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
十
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
幾
世

橋
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
を
行
う
た
め
土
地
改

良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
八
年
四
月
二
十
七
日
か
ら 

（
二
十
二
日
間
） 

同

　
　年
五
月
十
八
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

浪
江
町
役
場 

四

　そ
の
他 

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業

計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
福
島
県
を
被
告
と

し
て
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
十
一
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
八
年
四
月
八
日
山
口
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
基
盤
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
十
二
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
中
小
松
字
西
浜
甲
一
六
一
四
の
一
四
二 

二

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

風
害
の
防
備 

三

　解
除
の
理
由 

指
定
理
由
の
消
滅 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
十
三
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
平
下
高
久
字
牛
転
二
三
七
の
一
、
二
三
九
、
二
四
〇
、
二
四
四 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
小
川
町
西
小
川
字
田
尻
一
の
二
、
一
の
三
、
字
上
谷
地
四
六
の
二 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 
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⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

三
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
三
和
町
渡
戸
字
弓
張
木
九
五
の
二
九
、
九
五
の
三
六 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

四
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
三
和
町
合
戸
字
細
戸
一
八
八
か
ら
一
九
一
ま
で 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

か
ん

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

五
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
三
和
町
上
永
井
字
高
戸
一
三
七
の
一
、
一
三
八
の
一
、
一
三
九
の
一
、
一
四
〇
の
一
、

一
四
一
、
一
四
二
の
一
、
一
四
三
、
一
九
四
の
二 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
十
四
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
下
郷
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

玉
川
キ
ミ
ヨ  

玉
川
一
郎  

玉
川
丑
次
郎  

玉
川
紀
市  

玉
川
金
八  

玉
川
郡
平  

玉
川
才
次

　

玉
川
常
雄  

玉
川
誠  

玉
川
猪
松  

玉
川
猪
松  

玉
川
長
喜  

玉
川
弥
太
郎  

玉
川
躰
作  

玉
川
德

次  

星
久
一
郎  

星
充  

長
沼
悟
詮  

玉
川
伊
作  

稲
本
忠  

星
弥
三
次  

大
竹
彰  

大
竹
正
衛

　

大
竹
仙
藏  

大
竹
清
太
郎  

鹿
目
佐
助  

鹿
目
博  

鹿
目
邦
彦  

芳
賀
伊
與
吉  

芳
賀
源
五
郎  

芳

賀
新
八  

芳
賀
清
七
郎  

芳
賀
盛
雄  

芳
賀
藤
五
郎  

芳
賀
彦
太
郎  

芳
賀
弥
三
郎  

芳
賀
由
太
郎

　芳
賀
留
五
郎  

芳
賀
留
五
郎  

芳
賀
留
四
郎  

芳
賀
力
太
郎  

芳
賀
定
江  

五
十
嵐
嘉
重  

五
十

嵐
昭
一  

渡
部
誠  

室
井
郡
藏

　室
井
忠

　室
井
祐
一
郎

　室
井
廣
八

　室
井
廣
美

　星
喜
平

　星

喜
平

　星
熊
造

　星
賢
次

　星
虎
喜

　星
治
郎
作

　星
静

　星
長
藏

　星
弥
重

　星
靜

　渡
部
金
義

　渡
部
己
之
吉

　渡
部
徹

　渡
部
已
之
吉

　渡
部
曻
平

　稲
本
勇
吉

　菊
地
儀
造  

菊
地
好
正  

菊

地
庄
左
久  

菊
地
直
美  

菊
地
武  

菊
地
弥
作  

小
股
喜
平  

小
股
由
松  

小
椋
德
平  

小
椋
德
平

　星
ウ
タ  

星
キ
ヨ
ノ  

星
キ
ヨ
ノ  

星
ソ
メ  

星
ハ
ル
ノ  

星
ヒ
ロ
シ  

星
ブ
ン  

星
角
平  

星

勘
七  

星
亀
吉  

星
亀
寿  

星
義
夫  

星
吉
百  

星
金
三
郎  

星
源
吾  

星
源
兵  

星
重
三  

星
重

寿  

星
重
松  

星
信
作  

星
清
吉  

星
盛  

星
静

　星
浅
吉  

星
惣
右
エ
門  

星
惣
吾  

星
惣
次

　

星
忠
勝  

星
忠
之
介  

星
長
三
郎  

星
長
八  

星
藤
三  

星
藤
夫  

星
半
左
エ
門  

星
半
左
衛
門

　

星
武
司  

星
房
太
郎  

星
友
次  

星
友
次  

星
和
夫  

星
彌
三
次  

星
眞
午  

星
德
一  

大
竹
マ
ン

　大
竹
伊
左
次  

大
竹
幸
助  

大
竹
幸
平  

大
竹
忠
左
エ
門  

大
竹
良
一  

大
竹
良
一  

渡
部
久
一

　渡
部
直
衛  

湯
田
ア
サ
子  

湯
田
安
嗣  

湯
田
安
造  

湯
田
宇
介  

湯
田
皆
藏  

湯
田
吉
三
郎

　

湯
田
幸
作  

湯
田
幸
四
郎  

湯
田
三
郎  

湯
田
司  

湯
田
勝  

湯
田
庄
一  

湯
田
庄
吾  

湯
田
庄
平

　湯
田
昇
司  

湯
田
忠
得  

湯
田
猪
之
松  

湯
田
長
一  

湯
田
長
四
郎  

湯
田
貞
吉  

湯
田
寅
之
助

　湯
田
武
市  

湯
田
文
吉  

湯
田
平
次
郎  

湯
田
明
衛  

湯
田
弥
七  

湯
田
佶
吾  

湯
田
萬
吉  

湯

田
德
造  

齋
藤
ト
ク  

稲
本
勇
吉  

星
一  

湯
田
德
造  

渡
部
常
次
郎  

渡
部
直  

渡
部
榮
子  

株

式
会
社
福
島
県
農
工
銀
行  

福
島
県
農
工
銀
行  

児
山
文
章  

星
信
雄  

兒
山
佐
太
郎  

遠
藤
源
次

　遠
藤
昭
八  
遠
藤
敏
子  

五
十
嵐
久
太
郎  

五
十
嵐
久
平  

児
山
甚
三
郎  

小
山
栄
吉  

渡
部
伊

八

　渡
部
卯
之
吉  
渡
部
喜
代
作  

渡
部
儀
作  

渡
部
久
三
郎  

渡
部
熊
吉  

渡
部
四
五
エ
門  

渡

部
庄
次
郎  

渡
部
昇  
渡
部
常
太
郎  

渡
部
竹
松  

渡
部
長
太
郎  

渡
部
美
和
子  

渡
部
彦
七  

渡
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部
林
太
郎

　渡
部
夘
之
吉 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
八
年
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
七
十
六
号
）
に
よ
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
十
五
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
い
わ
き
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

鈴
木
政
男  

阿
部
初  

愛
川
義
勇  

愛
川
博
士  
伊
藤
喜
夫  

井
戸
川
チ
ヨ  

荻
野
一
之  

荻
野

茂
男  

関
口
健
一  

岩
佐
博  

吉
田
昭  

吉
田
俵
造  
金
沢
吉
次  

櫛
田
庄
藏  

熊
谷
ハ
ナ  

熊
谷

長
重  

高
木
利
政  

国
井
勝
蔵  

根
本
竹
次
郎  

佐
久
間
盛
男  

佐
々
門
秋
志  

佐
藤
誠  

佐
藤
博

　佐
藤
金
與  

佐
藤
佐
内  

佐
藤
三
男  

佐
藤
三
郎  

佐
藤
重
二  

佐
藤
森
義  

佐
藤
政
光  

佐
藤

千
代  

坂
本
ア
イ
子  

坂
本
勝
重  

山
田
金
助  

市
毛
政
好  
志
田
恒
政  

柴
崎
正  

柴
崎
德
夫

　

秋
場
武
一  

小
松
雍
孝  

小
野
忠
仁  

小
野
武
雄  

小
林
猪
三
郎  
松
本
義
顕  

松
本
司
郎  

松
本

次
雄  

松
本
良
一  

上
平
孝
秀  

新
妻
晴
夫  

神
勇
吉  

菅
波
登  

菅
波
寿
子  

菅
波
忠
男  

制
野

銀
四
郎  

西
山
ツ
ル  

西
山
清
三  

斉
藤
德
二  

川
名
茂
重  

浅
田
金
吾  
草
野
好  

草
野
剛  

草

野
清  

草
野
勇  

草
野
シ
ナ  

草
野
セ
イ  

草
野
ヨ
ネ  

草
野
ヱ
イ  

草
野
一
郎  
草
野
栄
行  

草

野
広
文  

草
野
綱
次
郎  

草
野
三
次  

草
野
昌
光  

草
野
政
春  

草
野
正
一  

草
野
正
一
郎  

草
野

正
保  

草
野
長
治  

草
野
定
信  

草
野
鉄
夫  

草
野
豊
一  

草
野
末
吉  

草
野
眞
平  
草
野
髙
保

　

足
立
金
一
郎  

大
河
原
德
衛  

大
橋
金
一  

大
榊
森
司  

大
榊
武
雄  

大
曽
根
満  

大
平
正  
大
平

喜
三  

大
平
忠
一  

大
平
敏
子  

沢
田
德
寧  

丹
野
政
男  

中
柴
十
一
郎  

中
村
幸
助  

中
野
新

　

仲
野
谷
稔  

猪
狩
源
一  

長
塩
友
吉  

長
谷
川
ミ
ノ  

長
谷
川
忠
一  

田
久
一
義  

田
久
一
寿
郎

　

田
久
寛
一  

田
久
亀
吉  

渡
辺
ハ
ナ
エ  

渡
辺
秀
治  

渡
辺
重
寿  

渡
辺
長
治  

渡
辺
武
夫  

渡
辺

房
一  

藤
井
正
男  

藤
本
周
栄  

日
西
清
長  

白
井
一
郎  

白
石
初
治  

箱
根
清  

箱
根
春
雄  

箱

崎
ヤ
ス  

飯
沢
豊
次  

飯
沢
與
助  

飯
野
夏
雄  

武
田
清  

福
田
シ
ン  

平
山
九
兵
衛  

平
沢
勝
已

　平
沢
德
藏  

面
川
仁
助  

門
間
門
藏  

野
川
讓  

野
村
四
郎  

柳
内
ス
テ
子  

柳
内
絹
子  

柳
内

芳
弥  

両
角
久
衛  

鈴
木
登  

鈴
木
務  

鈴
木
勇  

鈴
木
ス
ヱ  

鈴
木
マ
ツ  

鈴
木
ヤ
イ  

鈴
木
一

栄  

鈴
木
一
良  

鈴
木
一
郎  

鈴
木
義
治  

鈴
木
慶
助  

鈴
木
三
男
平  

鈴
木
春
次
郎  

鈴
木
丈
夫

　鈴
木
正
子  

鈴
木
忠
直  

鈴
木
定
助  

鈴
木
年
丸  

鈴
木
博
文  

鈴
木
繁
造  

鈴
木
末
雄  

鈴
木

髙
嘉  

鈴
木
髙
義  

栁
内
良
策  

栁
内
林
平  

髙
木
保  

髙
木
嘉
章  

髙
木
與
四
郎  

高
木
良
一

　

小
林
丈
男 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
八
年
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
七
十
四
号
）
に
よ
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
十
六
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
令
和
八
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。 令

和
八
年
四
月
二
十
四
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
南

変
更
前

　

 

Ａ

　
　七
・
〇
～ 

二
、
〇
七
九
・
三 

二
八
九
号

倉
沢
字
木
賊
八
四
四
番
五

 

　
　
　一
九
・
七 

 

地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　 

 
 

同

　
　郡
同

　町
大
字
南

 
 

 

倉
沢
字
猪
番
場
山
八
四
一 

 
 

番
一
九
地
先
ま
で

　
　
　

 
 

 

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
大 

Ｂ

　一
一
・
〇
～ 

六
、
二
〇
九
・
五 

松
川
字
塚
ノ
前
乙
五
九
六 

　
　一
六
五
・
〇 

 

番
三
地
先
か
ら

　
　
　
　

 
 

 

同

　
　郡
同

　町
大
字
南 

 

倉
沢
字
猪
番
場
平
八
四
〇

 

番
二
一
地
先
ま
で

　
　
　

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
大 

変
更
後

　
Ｂ

　一
一
・
〇
～ 

六
、
二
〇
九
・
五

松
川
字
塚
ノ
前
乙
五
九
六 

　
　一
六
五
・
〇 

番
三
地
先
か
ら

　
　
　
　

 

同

　
　郡
同

　町
大
字
南 

倉
沢
字
猪
番
場
平
八
四
〇 

番
二
一
地
先
ま
で
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（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
十
七
号 

　海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
海
岸
保

全
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。 

　な
お
、
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
す
る
件
（
昭
和
五
十
八
年
福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
号
）
は
、

廃
止
す
る
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

海
岸
名

区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　域

勿
来
漁
港
海
岸

　

 

一

　基
点
及
び
補
助
点
の
位
置
（
公
共
座
標
第
Ⅸ
座
標
系
）

　
　
　
　
　

 

　九
面
地
区
海
岸 

　基
点
１

　Ｘ
九
六
六
二
二
・
三
三
七

　Ｙ
八
五
一
六
一
・
六
〇
八
の
点 

　基
点
２

　Ｘ
九
六
四
六
九
・
二
四
四

　Ｙ
八
五
一
四
三
・
九
〇
二
の
点 

　基
点
３

　Ｘ
九
六
三
四
九
・
二
六
二

　Ｙ
八
五
一
四
一
・
八
〇
九
の
点 

　基
点
４

　Ｘ
九
六
二
六
二
・
八
三
五

　Ｙ
八
五
一
五
七
・
〇
四
九
の
点 

　基
点
５

　Ｘ
九
六
一
八
三
・
七
九
二

　Ｙ
八
五
二
〇
〇
・
三
二
四
の
点 

　基
点
６

　Ｘ
九
六
一
一
九
・
八
五
八

　Ｙ
八
五
二
七
四
・
六
八
四
の
点 

　基
点
７

　Ｘ
九
六
〇
八
六
・
九
九
六

　Ｙ
八
五
三
三
六
・
四
九
〇
の
点 

　基
点
８

　Ｘ
九
六
一
一
六
・
八
五
四

　Ｙ
八
五
三
六
〇
・
六
六
九
の
点 

　補
助
点
１

　Ｘ
九
六
〇
七
〇
・
六
二
一

　Ｙ
八
五
四
四
三
・
二
二
五
の 

点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　補
助
点
２

　Ｘ
九
六
〇
九
六
・
七
九
五

　Ｙ
八
五
四
六
四
・
四
二
一
の 

点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　補
助
点
３

　Ｘ
九
六
一
七
七
・
一
六
七

　Ｙ
八
五
四
九
六
・
四
二
二
の 

点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　補
助
点
４

　Ｘ
九
六
二
五
三
・
六
一
一

　Ｙ
八
五
五
五
八
・
三
二
六
の 

点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　補
助
点
５

　Ｘ
九
六
四
二
七
・
一
九
四

　Ｙ
八
五
五
七
〇
・
七
九
四
の 

点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　補
助
点
６

　Ｘ
九
六
四
二
六
・
二
〇
七  

Ｙ
八
五
四
四
九
・
七
四
七
の 

点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　補
助
点
７

　Ｘ
九
六
六
一
三
・
八
五
八  

Ｙ
八
五
四
四
九
・
九
四
四
の 

点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

二

　区
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　九
面
地
区
海
岸
基
点
１
、
基
点
２
、
基
点
３
、
基
点
４
、
基
点
５
、 

　基
点
６
、
基
点
７
、
基
点
８
、
補
助
点
１
、
補
助
点
２
、
補
助
点
３
、 

　補
助
点
４
、
補
助
点
５
、
補
助
点
６
及
び
補
助
点
７
を
順
次
直
線
で
結 

　ん
だ
線
並
び
に
補
助
点
７
と
基
点
１
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
区
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
港

　湾

　課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
九
十
三
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　そ
う
ま
土
地
改
良
区 

就
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　住
所 

理
事

　阿
部

　勝
弘

　相
馬
市
新
沼
字
鹿
島
前
二
一
三
番
地
の
一 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
九
十
四
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　母
畑
地
区
土
地
改
良
区 

退
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　住
所 

理
事

　佐
●
間

　進

　白
河
市
東
下
野
出
島
字
宇
井
一
八
一
番
地 

就
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　住
所 

理
事

　冨
永

　進

　
　白
河
市
東
下
野
出
島
字
●
内
二
七
六
番
地 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
九
十
五
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
土
地
改
良
区
の
名
称 

　請
戸
川
土
地
改
良
区 

退
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

理
事

　吉
田

　栄
光

　
　双
葉
郡
浪
江
町
大
字
室
原
字
北
町
尻
三
番
地 

同

　
　伊
澤

　史
朗

　
　同

　郡
双
葉
町
大
字
新
山
字
下
条
一
二
六
番
地
の
一 

同

　
　門
馬

　和
夫

　
　南
相
馬
市
原
町
区
上
北
高
平
字
比
丘
尼
沢
二
○
二
番
地 

同

　
　泉
田

　重
章

　
　双
葉
郡
浪
江
町
大
字
北
幾
世
橋
字
内
匠
町
六
番
地
二 

同

　
　志
賀

　稔
宗

　
　南
相
馬
市
小
高
区
川
房
字
清
水
一
八
七
番
地 

同

　
　小
牛
田

　一
男

　同

　
　市
小
高
区
吉
名
字
西
長
●
七
番
地 

同

　
　竹
野

　光
雄

　
　同

　
　市
小
高
区
浦
尻
字
原
田
二
番
地 

同

　
　安
部

　善
治

　
　双
葉
郡
浪
江
町
大
字
川
添
字
南
大
坂
五
六
番
地
二 

同

　
　中
野

　弘
寿

　
　同

　郡
同

　町
大
字
立
野
字
雁
北
二
番
地 

同

　
　早
川

　英
夫

　
　南
相
馬
市
小
高
区
上
根
沢
字
水
溜
四
一
番
地
の
一 

同

　
　吉
田

　賴
長

　
　同

　
　市
鹿
島
区
寺
内
字
仏
方
六
○
番
地
の
二 

同

　
　大
浦

　泰
夫

　
　双
葉
郡
浪
江
町
大
字
加
倉
字
下
加
倉
三
四
五
番
地
四 

同

　
　杉
本

　正
宏

　
　南
相
馬
市
小
高
区
岡
田
字
北
ノ
内
三
○
番
地 

同

　
　星

　光
美

　
　
　双
葉
郡
浪
江
町
大
字
小
野
田
字
沢
目
一
番
地 

同

　
　桑
原

　泉

　
　
　同

　郡
同

　町
大
字
田
尻
字
上
ノ
原
八
番
地 

同

　
　氏
家

　勝
則

　
　同

　郡
同

　町
大
字
津
島
字
仲
野
作
三
二
番
地 

同

　
　伊
澤

　和
夫

　
　同

　郡
双
葉
町
大
字
目
●
字
反
町
一
二
一
番
地 

同

　
　澤
上

　榮

　
　
　同

　郡
同

　町
大
字
下
羽
鳥
字
山
田
●
二
一
番
地 

監
事

　愛
澤

　格

　
　
　同

　郡
浪
江
町
大
字
小
野
田
字
仲
禅
寺
一
○
五
番
地 

同

　
　井
戸
川

　節
夫

　南
相
馬
市
小
高
区
片
草
字
片
草
●
一
二
四
番
地
の
一 

同

　
　西
尾

　富
雄

　
　双
葉
郡
双
葉
町
大
字
渋
川
字
西
羽
竜
●
二
二
番
地 

同

　
　谷
田

　謙
一

　
　同

　郡
浪
江
町
大
字
酒
井
字
井
戸
川
前
五
六
番
地 

就
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

理
事

　吉
田

　栄
光

　
　双
葉
郡
浪
江
町
大
字
室
原
字
北
町
尻
三
番
地 

同

　
　伊
澤

　史
朗

　
　同

　郡
双
葉
町
大
字
新
山
字
下
条
一
二
六
番
地
の
一 

同

　
　門
馬

　和
夫

　
　南
相
馬
市
原
町
区
上
北
高
平
字
比
丘
尼
沢
二
○
二
番
地 

同

　
　清
野

　●
子

　
　同

　
　市
原
町
区
日
の
出
町
三
二
五
番
地
の
一 

同

　
　石
田

　惠
美

　
　双
葉
郡
双
葉
町
大
字
寺
沢
字
唐
沢
一
六
○
番
地 

同

　
　泉
田

　重
章

　
　同

　郡
浪
江
町
大
字
北
幾
世
橋
字
内
匠
町
六
番
地
二 

同

　
　志
賀

　稔
宗

　
　南
相
馬
市
小
高
区
川
房
字
清
水
一
八
七
番
地 

同

　
　吉
田

　賴
長

　
　同

　
　市
鹿
島
区
寺
内
字
仏
方
六
○
番
地
の
二 

同

　
　杉
本

　正
宏

　
　同

　
　市
小
高
区
岡
田
字
北
ノ
内
三
○
番
地 

同

　
　桑
原

　泉

　
　
　双
葉
郡
浪
江
町
大
字
田
尻
字
上
ノ
原
八
番
地 

同

　
　氏
家

　勝
則

　
　同

　郡
同

　町
大
字
津
島
字
仲
野
作
三
二
番
地 

同

　
　伊
澤

　和
夫

　
　同

　郡
双
葉
町
大
字
目
●
字
反
町
一
二
一
番
地 

同

　
　紺
野

　忠

　
　
　南
相
馬
市
小
高
区
小
高
字
上
広
畑
一
三
番
地 

同

　
　末

　芳
治

　
　
　同

　
　市
小
高
区
上
根
沢
字
水
溜
一
一
番
地
の
一 

同

　
　佐
藤

　清
明

　
　同

　
　市
小
高
区
浦
尻
字
中
林
崎
七
九
番
地
の
一
一 

同

　
　吉
田

　邦
彦

　
　双
葉
郡
浪
江
町
大
字
□
渡
字
江
添
四
五
番
地 

同

　
　山
田

　勝
広

　
　同

　郡
同

　町
大
字
大
堀
字
中
平
二
五
番
地 

同

　
　吉
田

　晴
已

　
　同

　郡
同

　町
大
字
苅
宿
字
原
下
九
八
番
地 

同

　
　高
野

　順

　
　
　同

　郡
同

　町
大
字
立
野
字
根
岸
一
七
九
番
地
一 

同

　
　吉
田

　建
一

　
　同

　郡
双
葉
町
大
字
渋
川
字
田
中
三
四
番
地
の
二 

監
事

　渡
邉

　隆
雄

　
　南
相
馬
市
小
高
区
飯
崎
字
杉
平
二
五
二
番
地
の
四 

同

　
　大
浦

　泰
夫

　
　双
葉
郡
浪
江
町
大
字
加
倉
字
下
加
倉
三
四
五
番
地
四 

同

　
　横
山

　泰
仁

　
　同

　郡
双
葉
町
大
字
長
塚
字
町
二
三
番
地
の
一 

同

　
　渡
邉

　泰
彦

　
　同

　郡
浪
江
町
大
字
権
現
堂
字
漆
原
一
五
番
地 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
九
十
六
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

永
谷
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）
の
工

事
は
令
和
八
年
三
月
二
十
三
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
九
十
七
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

地
見
城
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
の
工
事
は
令
和

八
年
三
月
二
十
五
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
九
十
八
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

山
口
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
の
工
事
は
令
和
八

年
三
月
二
十
四
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
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　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
九
十
九
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

西
向
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
の
工
事
は
令
和
八

年
三
月
二
十
三
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
百
号 

　水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
潤
谷

川
、
上
真
野
川
、
大
日
川
、
武
須
川
、
水
無
川
、
大
木
戸
川
、
笹
部
川
、
境
堀
川
、
北
川
、
宮
田
川
、

岩
落
川
、
夫
沢
川
、
熊
川
、
境
川
、
大
川
原
川
、
北
迫
川
、
浅
見
川
、
折
木
川
及
び
広
野
川
に
係
る
洪

水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。 

　こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事

務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

（
河
川
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
百
一
号 

　都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
熊
町
か
ら
富
岡
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を

受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
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公 告 第 １ ０ ２ 号  
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続
の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福
島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ８ 年 ４ 月 24 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   随 意 契 約 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  
  ⑴   免 許 証 カ ー ド 基 体 （ Ｉ Ｃ ）   予 定 数 量 358 箱  
  ⑵   イ ン ク リ ボ ン カ セ ッ ト （ Ｉ Ｃ ）   予 定 数 量 164 箱  
  ⑶   運 転 経 歴 証 明 書 用 カ ー ド 基 体   予 定 数 量 17 箱  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  

福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
３   随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  

令 和 ８ 年 ３ 月 11 日  
４   随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  

⑴   １ の ⑴ に 掲 げ る 物 品 等   株 式 会 社 Ｄ Ｎ Ｐ ア イ デ ィ ー シ ス テ ム   東 京 都 新 宿 区 市 谷
加 賀 町 一 丁 目 １ 番 １ 号  

⑵   １ の ⑵ に 掲 げ る 物 品 等   株 式 会 社 Ｄ Ｎ Ｐ ア イ デ ィ ー シ ス テ ム   東 京 都 新 宿 区 市 谷
加 賀 町 一 丁 目 １ 番 １ 号  

⑶   １ の ⑶ に 掲 げ る 物 品 等   株 式 会 社 Ｄ Ｎ Ｐ ア イ デ ィ ー シ ス テ ム   東 京 都 新 宿 区 市 谷
加 賀 町 一 丁 目 １ 番 １ 号  

５   随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  
⑴   １ の ⑴ に 掲 げ る 物 品 等   １ 箱 当 た り 458 , 1 00円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る

額 を 除 く 。 )  
⑵   １ の ⑵ に 掲 げ る 物 品 等   １ 箱 当 た り 140 , 0 00円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る

額 を 除 く 。 )  
⑶   １ の ⑶ に 掲 げ る 物 品 等   １ 箱 当 た り 150 , 6 00円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る
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額 を 除 く 。 )  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  

随 意 契 約  
７   随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由  

特 例 政 令 第 11 条 第 １ 項 第 ２ 号 該 当  
（ 入 札 用 度 課 ）  
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